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開会 午前 ９時３０分 

    ◎開会の宣言 

○議長（橋本憲治君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、定刻になりました。 

 ただいまから、平成２７年第１回訓子府町議会臨時会を開会いたします。 

 

    ◎議会運営委員長の報告 

○議長（橋本憲治君） 工藤議会運営委員長から本日の議会運営について、報告をいただ

きます。 

○議会運営委員長（工藤弘喜君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、ただいま議長からのご指示がありましたので、議会運営委員会から報告を申

し上げます。 

 本日、午前９時から議会運営委員会を開催いたしまして、平成２７年第１回臨時町議会

の運営について協議をいたしました。 

 本臨時会に町長から提出されている議案は３件であり、さらに、議員提案による意見書

案が１件あります。 

 なお、本臨時会については、町長からの行政報告はありませんので、平成２７年第１回

臨時町議会招集の挨拶を受けることとなっておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 続きまして、会期につきましては、本日１日間といたします。 

 また、議事日程につきましては、お手元に配付の資料のとおりでありますので、ご覧に

なっていただければ幸いかと思います。 

 以上のとおり議会運営委員会で決定いたしましたので、議員並びに説明員の皆様のご理

解とご協力をお願い申し上げ、議会運営委員会からの報告とさせていただきます。 

 以上であります。 

○議長（橋本憲治君） ご苦労様でございました。 

 

    ◎開議の宣告 

○議長（橋本憲治君） 本日の出欠報告をいたします。 

 本日は全議員の出席であります。 

 なお、山田代表監査委員及び仁木選挙管理委員長から本日欠席する旨の報告がありまし

た。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してあるとおりでございます。 

 

◎諸般の報告 

○議長（橋本憲治君） 日程に入るに先立ち、諸般の報告を行います。 

○議会事務局長（森谷 勇君） それでは、ご報告申し上げます。 

 本臨時会の説明員並びに閉会中の動向につきましては、印刷の上、お手元に配付のとお

りであります。 

 なお、本臨時会に町長から提出されております議件につきましては、議案が３件、さら
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に、議員提案による意見書案が１件ございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本憲治君） 以上をもって、諸般の報告を終わります。 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

○議長（橋本憲治君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、

会議規則第１２５条の規定により議長において、５番、上原豊茂君、７番、工藤弘喜君を

指名いたします。 

 

    ◎会期の決定 

○議長（橋本憲治君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期を本日１日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は１日間と決定いたしました。 

 

    ◎町長挨拶 

○議長（橋本憲治君） ここで、本臨時会招集にあたり、菊池町長からご挨拶がございま

すので、発言を許します。 

 町長。 

○町長（菊池一春君） おはようございます。ただいま、議長のお許しをいただきました

ので本臨時会招集のご挨拶を申し上げます。 

 本日、第１回臨時町議会を招集申し上げましたところ、全員のご出席をいただき厚くお

礼を申し上げるものでございます。 

 本臨時町議会につきましては、議員の皆様には、これまで何度かご説明を申し上げてま

いりましたこども園建設事業に関わりまして、中央省庁や北海道との折衝を重ねてまいり

ました結果、一定の財源の目途が立ちまして、この財源に関わる事業スケジュールの関係

から、必要となる予算措置などを中心にお諮りするものでございます。 

 まず、本臨時町議会に提案しております概要を申し述べましてご理解を賜りたいと存じ

ます。 

 はじめに、一般会計の補正予算案でございますが、先ほど申し上げましたように、こど

も園建設事業の財源確保、さらに開基１２０年となります平成２８年度オープンに向けて

事業を推し進めるにあたり、本年度から事業着手する必要がありますので、債務負担行為

の補正を提案するものでございます。 

 また、関連して、訓子府町過疎地域自立促進市町村計画に本事業を新たに掲載するため、

本計画の一部変更についても提案をさせていただいております。 

 次に、訓子府中学校の暖房用ボイラーの故障が発生したことから、昨年１２月２９日付

けで復旧のための予算にかかる専決処分をいたしましたので、その承認を求めるものでご
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ざいます。 

 以上、提案をさせていただいている３件の議案の詳細につきましては、副町長または担

当課長から説明をさせますので、ご審議を賜りますようよろしくお願いいたしまして、本

臨時議会招集のご挨拶とさせていただきます。 

 

    ◎議案第２号 

○議長（橋本憲治君） 次に、日程第３、議案第２号 専決処分の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。 

 提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

○副町長（佐藤明美君） 議案書の４ページをお開き願いたいと思います。 

 ちょっと風邪ひいて滑舌うまくいきませんけども、お聞き取り願いたいと思います。 

 まず、４ページの議案第２号 専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりまして、これを報告し承認を得ようとするも

のでございます。 

 それでは、５ページの専決処分書をご覧いただきたいと思いますけども、専決処分を行

った平成２６年度訓子府町一般会計補正予算（第９号）の内容を説明したいと思います。 

 第１条では、歳入歳出それぞれ２８８万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ４３億６４０万２千円とするものでございます。 

 第２項の、この補正の款項の区分ごとの金額等につきましては、次のページの第１表に

なりますけれども、これについては、ご覧をいただくということで、その内容につきまし

ては、７ページの事項別明細の中で説明をさせていただきたいと思います。 

 それでは、７ページをお開き願いたいと思います。 

 ７ページの歳入歳出予算補正の事項別明細でございますけども、まず、１８款、１項、

１目の繰越金につきましては、今回の補正予算の財源調整として２８８万４千円を計上し

てございます。 

 次に、下の表の歳出になりますけれども、１０款、教育費の３項、１目、学校管理費の

事業区分でいきますと学校維持管理事業の修繕料になりますけれども、これは１２月２０

日、昨年の年前の２０日に訓子府中学校の暖房システムの膨張タンクの中にありますダイ

ヤフラムという温水の圧力を調整する膜でございますけども、これが破損したことに伴っ

て加圧給水ポンプにも破損が及んだというもので、急を要することから修繕したもので２

８８万４千円を追加するものでございます。 

 以上、専決処分の承認を求める内容につきまして、ご説明をさせていただきましたけれ

どもよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本憲治君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。１人３回まで質疑行えます。 

 ご質疑ございませんか。 

 ７番、工藤弘喜君。 
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○７番（工藤弘喜君） ７番、工藤です。今、説明がありましたけれども、タンクの中の

ダイヤフラムの破損ということなんだけれども、この原因というか、どういうことなのか

なというか、経年劣化なのか、何らかのトラブルがあったのか、その辺の究明みたいなも

のはされているのかどうか、それと今回こういうふうに修繕したんですが、今後の見通し

というか、これで相当またもつのかどうか、その辺の見極め的なものはされているのかど

うか、聞かせていただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 管理課長。 

○管理課長（山内啓伸君） このボイラーにつきましては、中学校建設時以来、同じもの

を使っているということで、原因については経年劣化ということです。それで、この暖房

システムにつきましては、ボイラー２基で今稼働しているんですけども、このボイラー本

体自体もまだ１回も更新していないということがありますので、正直言っていつ壊れるか

わからないような状況であります。ただ今回の圧力の膨張タンクにつきましては、外付け

のものですから、本体がいかれたとしても、それ自体はまだ使えるというか、無駄にはな

らないということなんで、暖房機については経緯を見ながら、なるべく故障しないように

祈りながら進めていきたいというふうに思っています。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたします。 

 これより議案第２号の採決を行います。 

 本案を原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

    ◎議案第１号、議案第３号 

○議長（橋本憲治君） この際、次に、日程第４、議案第１号、日程第５、議案第３号を

議題といたします。 

 各案に対する提案理由の説明を求めます。 

 まず、議案第１号 平成２６年度訓子府町一般会計補正予算についての提案理由の説明

を求めます。 

 副町長。 

○副町長（佐藤明美君） 議案書の１ページになります。 

 議案第１号の内容説明の前に、こども園建設事業にかかる予算の債務負担行為に至った

内容を若干説明させていただきたいと思います。 

 一昨年来、こども園の建設にあたりましては、いろいろな財源を模索してきたところで

ございますけども、現在のところ暖房等の設備に対する再生可能エネルギー補助で１億４
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４６万５千円、それに今回建物に対する国の森林整備加速化・林業再生整備交付金、長い

名前ですけども、これで３億９１６万６千円が現在のところ見込んでいるところでござい

ます。 

 ご存じのように国庫補助の多くは、単年度決算が原則でございまして、再生可能エネル

ギー補助も例外ではなくて、林業の補助につきましても国の平成２６年度補正予算である

ことから町の予算としましては、起債の関係もございまして平成２６年度から動き出す必

要がございますけれども、実質的には平成２７年度末の補助工期ということで縛りがござ

います。 

 さらに、現在、建設労働者が不足している状況から、早期発注による事業の確定と工期

の確保が、その後の工期の確保が不可欠と言えるような状況でございます。 

 このような状況から、平成２６年度補正予算による林業補助の認可を待って速やかに工

事を発注する、入札をするということですけども、予算を確保するために今回、関連する

事業費を含め債務負担行為の議決をお願いしようとするものが今回の理由でございます。 

 それでは、議案第１号の内容説明を行いたいと思います。 

 平成２６年度訓子府町一般会計補正予算（第１０号）について。 

 平成２６年度訓子府町一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによるとい

うものでございます。 

 第１条の債務負担行為の追加の内容につきましては、次のページの第１表をご覧いただ

きたいと思いますけれども、第１表の債務負担行為補正、事項につきましては、訓子府町

こども園建設事業で、期間につきましては平成２６年度から平成２８年度まで、その限度

額につきましては、総額で１１億８３８万１千円の内容でご承認いただこうとするもので

ございます。 

 昨日、実施設計費の積算が終わりまして、今回事業費の提案をさせていただきましたけ

れども、先の全員協議会の中で説明させていただきましたように、２月の上旬に再びとい

いますか、何回も上がっているんですけれども、公共工事設計労務単価の引き上げなどで

建設工事における事業費が先にお話させてもらったのより２，６００万円ほど膨らんでご

ざいますので、ご理解をいただきたいというふうに思っております。 

 その内訳について、若干ご説明させていただきますけども、建設工事、これ外構を含ん

でですけども９億６，０６９万３千円、再生可能エネルギーが１億５３８万７千円、旧幼

稚園及び保育園の解体工事で２，４５７万円、工事監理業務１，５６６万円、外の物置の

設置業務で２０７万１千円、合計で１１億８３８万１千円の内容となってございます。 

 それと３ページのほうをちょっとご覧いただきたいんですけれども、ここに財源内訳、

表の中に書いてあると思うんですけども、財源的には、これ前段で説明しました林業関係

補助で３億９１６万６千円、再生可能エネルギー補助で１億４４６万５千円、ここにあり

ます国庫補助金等で４億１，３６３万１千円という内容でございます。 

 それとその隣りが起債ですけども、補正予算債というもので３億９１０万円、過疎債が

９，３２０万円ということで、ここの表にあります４億２３０万円というかたちになりま

す。 

 それと基金が２億９，２３０万円、一般財源の持ち出しとして１５万円というかたちに

なってございます。 
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 なお、今回の債務負担行為の総額につきましては、工事関連の事業費のみでございまし

て、備品購入費とか消耗品については入っておりませんので、ご理解いただきたいという

ふうに思います。 

 以上、債務負担行為の議決を求める内容につきまして、説明をさせていただきましたの

で、ご決定について、よろしくお願い申し上げるものでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本憲治君） 次に、議案第３号 訓子府町過疎地域自立促進市町村計画の一部

変更についての提案理由の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

○企画財政課長（伊田 彰君） 議案書８ページをお開きください。 

 議案第３号について、ご説明申し上げます。 

 議案第３号 訓子府町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について。 

 訓子府町過疎地域自立促進市町村計画の一部を次のように変更するものでございます。 

 今回の変更につきましては、平成２２年９月の第３回定例町議会において、ご決定をい

ただきました「訓子府町過疎地域自立促進市町村計画」、いわゆる「過疎計画」の本文を別

紙の表のとおり変更する必要があるため、説明にありますように、過疎地域自立促進特別

措置法の規定に基づき、議会の決定を経て変更しようとするものであります。 

 変更内容についてでございますが、次のページ、９ページで変更箇所を下線でお示しを

してございます。左側に変更前、右側が変更後となってございます。具体的な内容につき

ましては、先ほどご説明申し上げた債務負担行為として提案させていただいている「訓子

府町こども園」整備事業を追加で計上をするものでございます。 

 上の表の４番の「高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進」の区分で保育施設部分を、

下の６の「教育の振興」区分で幼稚園施設部分を追加をしてございます。 

 過疎地域自立促進特別措置法では、幼保連携型の認定こども園の地方債区分の改正が子

ども子育て支援法の施行日からというふうになってございますので、本町の過疎計画の変

更につきましては、保育施設と幼稚園施設に区分して掲載することとなりましたので、ご

理解をいただきたいと思います。 

 以上、議案第３号について、説明申し上げました。ご審議の上、ご決定いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

○議長（橋本憲治君） 以上で、議案第１号、議案第３号の各案に対する提案理由の説明

が終わりました。 

 これより議案第１号、議案第３号について、各案ごとに質疑、討論、採決をいたしたい

と思います。 

 最初に、議案第１号の質疑を行います。１人３回まで質疑が行えます。 

 ご質疑ございませんか。 

 ７番、工藤弘喜君。 

○７番（工藤弘喜君） ７番、工藤です。議案第１号のこの債務負担行為そのものについ

ては、特別ないんですけれども、このことによって、これは全員協議会の中でも説明を受

けてきている中身でもありますけれども、現時点でこのこども園の建設事業にかかる日程

といいますか、入札も含めて、もう少し現時点で確定しているというか、わかっている範
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囲でお知らせしてほしいということです。 

○議長（橋本憲治君） 副町長。 

○副町長（佐藤明美君） 今のところの予定でございますけれども、一応今回この分の議

決をいただきますと、これで予算がついたことになりますので、入札の執行に入るという

ことで、今のところ、カレンダーありませんけども、２５日に入札の案内をして、１５日

の告示の期間をおかなければなりませんものですから、それでいくと１２、１３日ごろ入

札に入ろうかという部分です。そして金額が金額ですんで、１３日になるかと思うんです

けども、議会の同意を得なければならないという部分がここには出てきます。そして今、

債務負担行為で予算つけていますけども、額がある程度、一部ですけども決まった段階で

継続費に振り替えて、債務負担行為の廃止をして継続費に振り替えて、２６年度予算、２

７年度新年度予算決まった後ですけども、いきなり補正予算をかけて予算を確保しようと

いうスタイルでございます。だから議決がとおったときに工事のゴーサインといいますか、

そういうことを考えてございますけども、今の時点で林業関係の補助が何だか協議会だか

審査会って道のほうにあるんですけども、そこの審査をとおってこの補助が確定されると

いうことがございますので、それから事務手続き等含めますと上旬ぐらい、１０日ちょっ

と過ぎぐらいには、遅くても認可が出るのかなと踏んでいますので、入札としては１３日

ごろ入札をしようというような今スタイルで臨んでいるところでございます。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

 ３番、西山由美子君。 

○３番（西山由美子君） ３番、西山です。先ほど説明の中で備品などこれに入っていな

いということですが、そのほかに大体大方の予算としてどのぐらいを見積もっていらっし

ゃるのか、わかりましたら教えてください。 

○議長（橋本憲治君） 副町長。 

○副町長（佐藤明美君） 今のところ備品類というのは本確定ではございませんけども、

６月の補正の中でさせていただこうと思っておりますけれども、大体３千数百万円、今の

ところ見ています。あと建物の部分とよく検討して配置の部分、設備にない部分の備品等

を考えたら若干出るかもしれない。今のところ概ね３千数百万円というような想定ではい

ます。消耗品も含めてですね。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

 ９番、山本朝英君。 

○９番（山本朝英君） ９番、山本です。前段の説明の中でも話ありましたように今非常

に建設費等々が高騰している。資材も含めてですけども、人件費等々ありますが、これら

について、この数字で計画を組んで問題がないのか。入札等にもよりますけれども、その

辺どのようなお考えあるのか。何となく我々素人が考えると、まださらに高騰するだろう

というような新聞にもありますので、その辺ちょっとお伺いをしたい。 

○議長（橋本憲治君） 副町長。 

○副町長（佐藤明美君） 今、山本議員おっしゃるように、この頃の道の発注ですとか、

北見市の発注、全国的にそうですけども、不落というのがものすごく増えております。そ

れは日々変わるというか、何カ月に１回ぐらい単価が変わっていくという状況で上がって

いるものですから、まして地方の単価とあわないという部分があって不落が起きていると
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いうことがありますので、今回、うちのところでは、昨日の晩ですか、今日の朝といいま

すか、この実施設計のかたちがなるべく今の段階の人件費等も含めてですね積算している

ものですから、今の時点ではこれで多分大丈夫だろうというのがありますけども、実際に

入札してみた結果、今のかたちでいくと十分、不落というのは、想定できないことはない

と思います。それで想定できないというか、不落になる可能性があるということですけど

も、その場合については、また再度、議会とご協議させていただいて、どうするかという

のをしなければならない。ただ、今、補助のしばりが２６年度というのがございますので、

林業補助ですね、だからどうしても２６年度、３１日までには入札して決めてしまわなけ

ればならないというつらいところもありますんで、もし１２か１３日の入札で不落が起き

た場合については、大至急皆さんに集まっていただいてご相談させていただこうと思って

いますけども、ただ今回、先ほど継続費というお話しましたけれども、今までの役場の発

注、庁舎もそうですし中学校等の大きな建物もそうですけども一般的に１工区、２工区と

かって分かれて単年度、単年度でやってたと思うんですけども、無理やり分けたといった

ら変ですけども、今回は一発発注で２カ年、実質２６年度入って３カ年になりますけども、

外構も含めてやろうとしているものでございまして、その分を少しでも緩和しようという

ことで今回一括発注の継続費でやろうというふうに考えているところでございまして、十

分考えられますけど、ないようなかたちを祈っているという状況になります。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

 ２番、佐藤静基君。 

○２番（佐藤静基君） ２番、佐藤です。このこども園につきましては、約２年をかけて

随時情報をいただいておりますし、今回ほぼ最終的な決定になるんだと思います。若干の

今、山本議員のこと、あるいは西山議員の備品のこともありますから、おおよその数字は、

個人的には非常に財源が難しい中では、ここまでよくきたなというような感じを持ってお

ります。そこで、こういう資料をたくさんもらっていますから、詳しいことは、おおよそ

のことは話できますけど、単純にですね、補助金だとか債務を入れての金額が出ておりま

すけれども、町民にわかりやすく話するときに１１億円ぐらい、１２億円ぐらいになるの

かな、１１億いくらの事業費で、実際の町の手出しというのはどのぐらいになるかという

簡単な説明をしたいんですが、その時に実際の債務終わっての利息だとかいろいろあると

思いますけれども、おおよその数字でいいんですけど、町民に共通した、議員としてお話

をする中で、町の持ち出しはいくらで済むんだと、そういう具合に話したいんですがわか

りやすくちょっと、複雑でなくて結構ですからお話いただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（伊田 彰君） ただいま、実質、町の持ち出しの部分がどのぐらいにな

るんだということでご質問いただきました。 

 ３ページをご覧いただきたいと思いますけども、財源内訳の中の部分でございます。特

定財源の中のその他というのが基金からの繰入金でございますので、その他と一般財源、

これが単年度における町の持ち出し分というふうにご理解いただきたいと思います。あわ

せて地方債の４億２３０万円の部分でございます。これは副町長からの説明でもありまし

たけども、補正債、これが３億９１０万円、これの交付税措置額、これが２分の１になり

ます。これが１億５，４５５万円ということです。ちょっと利息のほうは、ちょっとまだ
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借り入れ起きてないので計算していませんけど、元金の部分でいくと１億５，４５５万円

が交付税の措置額、それと議員協議会等での説明で単位費用による措置額ということで、

私のほうから２０％ということでお知らせしていましたけども、よく通知文を読みますと

５０％を単位費用で措置するということでございますので、実態とすると３億９１０万円

の部分については持ち出しがない部分、過疎債が９，３２０万円、これの持ち出しが３割

でございますので２，７９６万円ということでございます。そういうことからいきますと、

あわせますと先ほど言った特定財源のその他と一般財源、それと今、過疎債の単独分とい

うことで３億２，０４１万円が実質的な持ち出しになろうかというふうに考えております。

ただし、先ほど申し上げた補正債の単位費用の措置額の部分につきましては、こども園事

業債について、こんだけ措置しているというのは後年度においては明示がされない部分で

すので、地方交付税の単位費用の中に全体として含まれているということで、ですからこ

の１億５，４００万円については、訓子府町のこども園としての明示はないということで

ご理解いただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたします。 

 これより議案第１号の採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号の質疑を行います。１人３回まで質疑行えます。 

議案書８ページでございます。ご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたします。 

 これより議案第３号の採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎意見書案第１号 
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○議長（橋本憲治君） 次に、日程第６、意見書案第１号 農業委員会改革に関し慎重な

議論を求める要望意見書を議題といたします。 

 提出者からの提案理由の説明を求めます。議案書１０ページでございます。 

 議会運営委員長工藤弘喜君。 

○７番（工藤弘喜君） ただいま、議長のお許しをいただきましたので、意見書案第１号

について、ご説明をいたします。 

 まずはじめに、議案書１０ページをお開きください。 

 意見書案第１号 

農業委員会改革に関し慎重な議論を求める要望意見書 

 上記の意見書案を会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により別紙のとおり提出す

る。 

平成２７年２月１２日 

訓子府町議会議長 橋 本 憲 治 様 

 提 出 者 訓子府町議会議員 工 藤 弘 喜 

同じく    河 端 芳 惠 

 この要望意見書の内容につきましては、朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

 次のページ、１１ページをお開きください。 

農業委員会改革に関し慎重な議論を求める要望意見書 

（以下、意見書朗読、記載省略） 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 平成２７年２月２４日 

北海道常呂郡訓子府町議会議長 橋 本 憲 治 

 衆 議 院 議 長 様 

 参 議 院 議 長 様 

 内 閣 総 理 大 臣 様 

 農 林 水 産 大 臣 様 

 規制改革担当大臣 様 

 以上でございます。ご審議の上、ご決定くださいますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（橋本憲治君） これより質疑を行います。質疑は提出議員に対する質疑といたし

ます。１人３回まで質疑ができます。 

 ご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたします。 

 これより意見書案第１号の採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
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○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

◎閉会の宣言 

○議長（橋本憲治君） 以上をもって、本臨時会に付議された案件の審議は全部終了いた

しました。 

これにて、平成２７年第１回訓子府町議会臨時会を閉会いたします。 

本日は大変ご苦労様でございました。 

 

 

閉会 午前１０時１２分 

 


